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差止請求に係る判決等に関する情報の公表について 

平成２１年４月２７日 

内閣府国民生活局 

 

消費者契約法第３９条第１項の規定に基づき下記の事項を公表する。 

 

記 

 
１． 判決（確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての

決定を含む。）又は裁判外の和解の概要 

 

（１）事案の概要 

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機関西（原告）が、

貸金業等を営む事業者であるニューファイナンス株式会社（被告）に対し、早期完済

違約金条項（利息付金銭消費貸借契約の借主（以下、「借主」という。）が期限前に貸

付金の全額を返済する場合に、借主が利息及び遅延損害金以外の金員を貸主に交

付する旨を定める契約条項）を使用し、又は使用するおそれがあるとして、①当該契

約条項を含む契約の締結の停止、②当該契約条項を含む借用証書の用紙の廃棄を

求めた事案である。（平成２０年４月８日、京都地方裁判所に対して訴えを提起。）。 

 本件で問題となった早期完済違約金条項は、借主が貸付金の返済期限が到来す

る前に、貸付金全額を返済する場合に（期限の利益を喪失したことによる返済を除く）、

返済時までの期間に応じた利息以外に返済する残元金に対し割合的に算出される

金員を貸主に対し交付する旨を定める契約条項（本件条項 A）と、借主が期限の利益

を喪失し、貸付金の残元金を直ちに返済すべき義務が発生した場合に、返済時まで

の期間に応じた利息及び遅延損害金以外に返済する残元金に対して割合的に算出

された金員を貸主に対し交付する旨を定める契約条項（本件条項 B）があった。 

 

（２）結果 

 裁判所は、本件条項 A について、①当該契約条項を含む契約の締結の停止、②当

該契約条項を含む借用証書の用紙の廃棄を求める各請求を認めた。 

その理由として、裁判所は、貸付利率が利息制限法所定の制限利率を超える利息

付金銭消費貸借契約が存在する場合に、本件条項Ａを含んだ金銭消費貸借契約書

用紙を用いて他の金銭消費貸借契約が締結されると、当該他の金銭消費貸借につ

いて、最高裁平成１５年７月１８日第２小法廷判決・民集５７巻７号８９５頁の趣旨に反

して、充当されるべき元本に対する期限までの利息の取得を認めるのと等しいような
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内容の合意が成立したことになり、本件条項Ａは民法の規定による消費者の義務を

加重するものとして機能することになり、利息制限法所定の制限利率を超える約定利

息を定めた金銭消費貸借契約が存在する場合、本件条項 A は消費者が法律上支払

義務を負わない金員を支払うことを内容とする条項として、信義則に反して消費者の

利益を一方的に害するものと評価せざるを得ないとした。 

そのうえで、裁判所は、本件条項 A は、貸付の内容いかんによっては消費者の義

務を加重する場合があるものであるが、差止請求の対象である当該契約条項を含む

契約の他の契約条項（本件では貸付利率等）によって当該契約条項が消費者契約法

第１０条に該当し無効・有効の判断が分かれる場合であって、当該契約条項を使用し

た契約締結を差し止めるべき必要性が高い場合に、当該契約条項を使用した契約締

結を差止めの対象とすることも許容するのが消費者契約法第１２条の趣旨であるとし、

貸金業法等改正法のいわゆる完全施行により、みなし弁済の廃止、出資法上限金利

の引下げ等が実施されるまでは貸付利率については利息制限法所定の制限を越え

る利率を採用することが十分に考えられるので、本件条項 A を差し止めるべき必要性

は高いとして、差止めの対象となるとした。 

  

本件条項 B については、被告の改訂後の借用証書では使用されておらず、また、

本件条項 B を含む消費者契約の締結を行うおそれがあると認めることもできないとし

て、請求を棄却した。 

 

２． 適格消費者団体の名称 

 特定非営利活動法人 消費者支援機構関西 

 理事 榎 彰徳 

 同  北川 善太郎 

 同  片山 登志子 

 同  千神 國夫 

 同  飯田 秀男 

 同  野々山 宏 

 同  坂東 俊矢 

 同  莇  祥子 

 同  伊吹 和子 

 同  小峰 耕二 

 同  前中 みき子 

 同  栗原 睦男 

 同  三沢 邦子 

 同  村山 泰弘 
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 同  西島 秀向 

 

３． 事業者等の氏名又は名称 

 ニューファイナンス株式会社 

 代表取締役 新井 博雄 

 

４． 消費者契約法施行規則第２８条で定める事項 

 無 

以 上 


